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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
六
十
一
号

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省

告
示
第
九
十
三
号
（
外
国
為
替
令
第
十
八
条
第
三
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
役
務
取
引
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

一
～
二
の
五

［
略
］

一
～
二
の
五

［
略
］

二
の
六

輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ
シ

［
新
設
］
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ア
及
び
ベ
ラ
ル
ー
シ
以
外
の
国
の
団
体
と
し
て
外
務
大

臣
が
定
め
る
者
（
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
国
際
平
和
の

た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た

め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る

ロ
シ
ア
連
邦
及
び
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
以
外
の
国
の
団

体
を
指
定
す
る
件
（
令
和
五
年
外
務
省
告
示
第
四
百
四

十
七
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
対
し
行
う
次

に
掲
げ
る
取
引
（
公
知
の
技
術
を
提
供
す
る
取
引
を
除

く
。
）

イ

令
別
表
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ

る
技
術
を
提
供
す
る
取
引
（
国
際
的
な
平
和
及
び
安

全
の
維
持
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。

）
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ロ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
技
術
（
令
別
表
の
一
か
ら
一

五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
を
除
く
。
）
を

提
供
す
る
取
引

二
の
七

［
略
］

二
の
六

［
略
］

備
考

第
二
号
の
七
及
び
第
四
号
に
お
け
る
用
語
の
意
義

備
考

第
二
号
の
六
及
び
第
四
号
に
お
け
る
用
語
の
意
義

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

～

［
略
］

～

［
略
］

（1）

（5）

（1）

（5）

別
表
第
一
（
第
二
号
の
二
、
第
二
号
の
四
、
第
二
号
の
六

別
表
第
一
（
第
二
号
の
二
、
第
二
号
の
四
関
係
）

関
係
）

一
～
五
十
二

［
略
］

一
～
五
十
二

［
略
］

別
表
第
二
（
第
二
号
の
二
、
第
二
号
の
四
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
号
の
二
、
第
二
号
の
四
関
係
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ク
ロ

ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、

ア
チ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
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チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ト
ニ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ギ

ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

リ
シ
ャ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア

、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
大
韓
民
国
、
ラ
ト
ビ

、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ

ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ル
タ
、
オ

ル
タ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ル

ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ポ
ー

ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ペ
イ
ン

ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア

、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ

ス
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
六
の
規
定
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
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国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
輸
出
等
に
係
る
禁
止
措
置
の
対
象
と
な
る
ロ

シ
ア
連
邦
及
び
ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
以
外
の
国
の
団
体
を
指
定
す
る
件
（
令
和
五
年
外
務
省
告
示
第
四
百
四
十
七
号
）
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
日
又
は
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。


